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北九州市公告第５３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和８年１月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 

開発許可を受けた者の住所及び氏

名 

北九州市小倉南区新曽根４２５８番

１、４２６０番及び４２６２番１ 

 

 

北九州市門司区新門司北一丁目５

番１０ 

株式会社タイヨウ 

代表取締役 水島順一 
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北九州市公告第５４号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年１月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和８年１月２７日 第６４５４０４号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路線名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

魚町９号線 北九州市小倉北区魚町四丁目２

６１番３から北九州市小倉北区

魚町四丁目１５３番３７地先ま

で 

１６４．８２
４．００ 

～１５．４０
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北九州市公告第５５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基

づく道路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市

規則第７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年１月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和８年１月２７日 第８号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市小倉北区泉台一丁目８３９

番６０、８３９番６２、８３９番７

４、８３９番７５及び８３９番７７ 

４．００ ４８．６８ 
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